
 

質問その 14;データは「速やかに出力できる」必要があるとのこと。画面コピーではダメ? 

 

答え;整然かつ明瞭な状態ですぐに出力できるのであれば問題ありません。 

 

電子帳簿保存法のルールでは、データで受け取った取引記録の画面や、紙へのプリントアウトに 

ついては「整然とした形式および明瞭な状態で、すぐに出力できる」状態にしておくことが 

求められています。 

 

そのため、「整然とした形式・明瞭な状態」ですぐに出力できるのであれば、画面印刷（いわゆる 

ハードコピー・スクリーンショット）であっても認められます。 

 

なお、「いつでも画面コピー（スクショ）や紙に出力できる状態にしておく」というルール自体は 

データを印刷した紙での保存を認めているという意味ではないので注意してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【参考;国税庁 HP「一問一答」より、もともとの文章】 

 

 
 


